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【お知らせ】 石木ダム建設事務所が移転しました

長崎県石木ダム建設事務所は、９月４日から下記の場所に移転し業務を行っています。

新たな事務所は、国道２０５号沿いに立地し、旧事務所よりもＪＲ川棚駅や川棚町役場に近く、

今後、ダム事業を進めていくための拠点となるものです。引き続き、工事の進捗に努め、ダムの

早期完成に向け取り組んでまいりますので、今後とも、よろしくお願いいたします。

記

新所在地 〒８５９－３６０５ 東彼杵郡川棚町百津郷３９４－２

電話：０９５６－８２－５１０９ ＦＡＸ：０９５６－８３－２９４４

※電話番号及びＦＡＸ番号の変更はありません

〔 地 図 〕

〔 外 観 〕

国道２０５号向かいから（マツダオートザム東彼様隣） ＪＲ川棚駅から川棚警察署方面に向かう歩道から



石木ダムに対するご質問、ご意見等がありましたら下記連絡先にお寄せください。

長崎県 石木ダム建設事務所 電話 0956-82-5109

土木部河川課 電話 095-823-3280

付替県道工事について

付替県道工事については、７月２８日未明に大型重機を搬入した際、職員が事業に反対する

方々に取り囲まれて激しい抗議を受け、「工事を中断して、安全対策について話し合いたい」と

要望されたため、工事を一時中断した上で２度にわたる話し合いを行い、県からは次の２点を

説明しました。

①工事は県が管理している用地で行うものであり、法的には問題がなく地権者の方々に直接

影響を及ぼすものではないこと

②今後とも安全には十分配慮して工事を進めていきたいが、工事区域内は危険であり怪我な

ど不慮の事故につながる恐れもあるので、妨害行為は止めていただきたいこと

また、知事との面談要望に対しては、県からは、「川原にお住まいの地権者の皆様と静穏な環

境で面談できるのであれば、個別にお会いしたい」との知事の意向をお伝えしました。

しかしながら、工事を中断しない限り話し合いには応じられないとして、面談の実現には至

りませんでした。

８月１８日から再開した工事現場では、立入禁止である場内へ侵入し、重機の下に座り込む

などの妨害行為が続いています。

重機周辺での妨害行為は非常に危険であり、不慮の事故等を招きかねないことから、そうし

た行動は慎んでいただきたいと思います。

県としては、今後とも、安全に十分配慮しながら工事を進めていけるよう努めてまいります

ので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

工事現場の状況（8/18 再開後）

重機やダンプトラックなどを用いた切土・盛土の施工

重機による切土

重機周辺に座り込んでの妨害


